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Ｉ　土豪香宗我部氏の動向と細川氏による守護大名領国の形成

I　幡多庄と公家大名一条氏の発展

ｌ　戦国大名長曾我部氏の成立　　　　　　　　　　　／

　　　　はしがき　｀

　日本中世０歴史に於ては，何れ０階級にとづても，土地が極めて重要な生活の基盤であった為，公

家・社寺・武家・民衆達は，夫々０立場から土地(Z:)完仝支醗!をめぐって,或時は互に妥協し,或時は互

に抗争しつつ，自ら０歴史を開拓していったのである。而してこ０場合，古代律令制的政治体制と，

荘園制的経済機構と０上に立つ公家・社寺とj封建的社会構成をもって，律令ヽ制及び荘園制機圈０間

隙０中に巧みに喰入り，武力を背景として，民衆をも支配しつつあった武家とは，根本的に対立する

も０であった。こ０二つの相対立する勢力は，夫々別個０世界を形成し，そ０中に於て自己０生活保

｡全０為，きびしい時代を乖き抜いてゆかなけれぼならなかった０である。南北朝０動乱と応仁の大乱

とは，こ０時代０烈しさを，人々に身をもって体験せしめた大事変であり，=こ０動乱を堪え抜き，こ

０困難を克服し得た者０みが，よ,く次０時代０支配者たり得た０であっだ。･かかる時代０支配者叫

既に古代的な荘園制的土地所有０上に立っも０でなく･に封建的領国制を基盤とする領主に外ならなか

った○である。

　　こうした領主層は一般に大名と称せられたが，それは大名の名称がしめす如く，名田に根をはる有

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1）　力地主たる事をそ０前提とするも０であり，「数町戸主大名田堵也」と称せられるが如き根本的性格

・をそなえていなければならない０である。中世はこ０ような大名が，数多く成立・発展し，互に抗

　争を続けながら，没落・統一０過程をたどる時期であり，公家・社寺勢力は，大名によって代表され

　る式家勢力の前に圧倒され，ついに対立的立場を夫い，公家・社寺としては，自己を保全せんとする

　限り，自らその社会的身分を一擲して，武士化して大名となるか，或は政治的活動から退いて，伝統

　文化０中に消極的に沈潜することによって新しい生き方を発見するか，何れか０方法を選ばなけれぼ

　ならなかった○である。

　　大名０名称は，平安末期・鎌倉時代以来しぼしばあらわれてくる。例えぼ吾妻鏡元暦元年三月一日

　条に，北条時政が源頼朝０意を奉じて出した文書に次０如く見えている。

　　　　下土佐国大名国信国元助光入道等所

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　／　・　　　　　・　　１　　　　　可早源家有志輩同心合力追討平家事　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。

　右当国大名井御方有志武士，且企参上，且同心合力，可追討平家之旨，被宣下之上，依鎌倉殿仰，所

　令下知也，就中，当時上洛御家入信恒可令下向，如旧令･安堵，不可有狼籍，大名武士同心合力不可見

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　C 1 >　　　　･一一
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放之状如件，宜承知敢勿違夫以下，

　　　寿永三年三月一日　　　　平

　之によると大名，武士と区別され，大名としての国信・国元・助光等の名前からも推測される如く

大名は有力名主を意味してなり，始めはまだ社会的俗称にすぎず，領国を築きあげた封建領主の意味

には用いられていない０である。之が領国を形成した領主として，公の社会的性格が附与せられてく

る０は，南北朝動乱の時期を経過しなければならないのであり，この時期に｡至って，守護大名とし

て,その姿を歴史０表面にはっきりとあらわしてくるのである。而してとれより応仁乱に至る十四一

十五世紀前半にかけての室町時代は,いわば守護大名の成立･発展０時代であり，荘園０崩壊に伴う公

家階級０没落の時代であった。而して之等０守護大名は，相互に対立抗争を事とする限り，夫々０日

的達成の為｡幕府権力に依存せんとする求心的な傾向をもってなり，他０一面に於ては，幕府の脳絆

を･脱して領国内に封建領主制を樹立せんとする遠心的傾向を有していた。かかる矛盾は守護大名自身

の弱さを表徴するも０であり，相互抗争０間に自ら陶汰されｔいったのである。即ち幕府統制力０強弱

と，領国０地理的環境が影響して，守護大名ｐ成立・発展にも，畿内周辺と辺境地帯に於て各々異っ

た状態が生じた０であった。地方０辺境地帯は，録倉時代以来の守護がそ０まま大名化しﾇﾆい夕たＯ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●･　　　　　　　　　　　　　。な７.　ｆ･

が多かったのに反し，畿内及そ･０周辺に於ては。鎌倉時代以莱０守護は殆ど没落し，守護代・地頭等

土豪０大名化がみられたのであった。之等０大名は，各々目標をもって行動した０であるが，究極Ｏ

目的は，大名領国０形成という点にかかっていた(Z)である。その為には，荘園領主・幕府との闘争と｡
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(2)
いう危険な胃険も敢て犯した０であった。次０大乗院旧記の記事はこの辺０消息をよく物語ってい

るｏ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　'　゛

　　　｢此中天下事，更以目出度子細無之，於近国者，近江・美濃・尾張・遠江・参河・飛弾・能登・

　　゛加賀｡・越前・大和・河内此等ハ悉皆不応御下知年貢等一向不進上国共也，其外ハ紀州・摂州・越

　　中・和泉此等ハ国中乱ノ間，年貢等不及是非者也，サテ公方御下知国々ハ播磨・備前・美作・備

　　丿中・備後・伊勢・伊賀・淡路・四国等也，一切不応御下知，守護所於所々者，御下知畏入ノ由申

　　入，遵行等雖成之，守護代以下在国者，中々不能承引事共也，働日永国ハ悉以不応御下知也｣

　この記眠によっても明かな如く，畿内及そ０周辺地帯０在地土豪は，幕府及荘園領主０支配を離れ

て独立し，独自の行動を取り始めている０である。

　土佐国に於ても例外ではなく，擾頭した土豪達は，自らの判断によって相互の連合を形造り，或は｀

中央権力と結付き，或は背反しつつ，日本中世史０縮図を展開していった０である。以下土佐国に於

ける代表的土豪香宗我部氏の成長を中心素材として，守護大名細川氏の領国形成と，一条氏の公家大

名として０成立，並に国人一土豪たる長曾我部氏によって戦国大名領に統一される過程について考察

しようと思う。

　　　註(１)新猿楽記

　　　　(２)後鑑巻213所収大乗院旧記

　　　Ｉ　土豪呑宗我部氏の動向と細川氏による守護大名領國の形成　　　　　　ご

大乗院寺社雑事記文明九年十二月条の末尾に，応仁前後０諸大名の分国が記取せられているが,.そ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　( 2 )



に於ける王豪の動向£大名の成立（足達）･

の中で土佐国にっいては｡「細川・一条殿」と併記されている。細川氏はいうまでもたくｉ室町幕府一

三管領家の二として権勢を専らにし友=足利氏０-ご一族であり，一条殿は九条家より分立した藤原銑０一

門であり，摂関家０中でも有力廠る公家であった。即ち土佐国に於ては国をニダじて，東部は守護大

名たる細川氏の，西部は公家大名たる一条氏の領国が形成せられていた訳である。こうした武家及公TI

家という夫々異った階級による領国支配が;一国内に於て併立し√而も畿内友その周辺地堵づ如く，ダ

右園領蛍と守護・,地頭との対立抗争が，国内に於て激化しなかったというこ･とは，一面後進地帯０性

格にもよる０であるが，封建領主としての武家勢力０侵透を喰いとめるだけ０力が，荘園領主たる公･

家ｐ側把残存していた事実を見逃す訳にはゆかない０である。然しながら，十五世紀後半に始まった

応仁０乱，その後０社会情勢０変化により，公家はそ０階級的立場を堅持することが困難となり，やｰ

がて彼等は大名に依存するか，或は自ら大名化することにより，崩壊しつつある自家０荘園を再編し，

都市或は郷村としﾍﾞﾆﾝ大名領国０構成単位としなけれぼならなかった０である。二条氏4）」この例でも

れるも０ではなく，その所領「土佐国幡多庄」を，領家的荘園経営より大名領国化せられ六=封建領主
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｙ

的支配へと質的に転化せしめ，そ０中心をなす「幡多庄本郷」たる中村を都市化した０であった。

　一条氏０大名化０過程にっいては後述することとし，先ず，守護大名としての細川氏による領国形

成の過程をみよう。守護大名が封建領主としての地位を保ち，国内に強力な支配権を確立する為には

在地に於ける国人一土豪たる小名等０有力武士を，その家臣団池組入れなければならす，同時に守護

段銭・関銭等の賦課に反対する国内民衆０反抗に対しては，幕府権力○背景を必要とした０である。

守護が国人＝==土豪を家宦団の有力な構成員とすることは，国人０在地的性格０強さ０故に,ヽ封建的紐

帯によって結ばれた強固･な勢力を形成することを意味してなり，やがては幕府に対抗するに足るだけ

の独立せる力を作りあげるようになるのである。既述の如く，かかる守護０’分1影内傾向と，幕府権力

弓背景を求めん’とする集中的傾向とがあいまって，守護大名０性格を作りあげてゆく０であ゛るが，細

川氏の場合，足利氏０一族であるという関係から，他０守護に比して，幕府と０結付きは比較的彊固

であり，専ら任国内０土豪の組織化に考慮が払われたのであった○　　　　　　　　　　　　　’，。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１
　細川氏は,･元来三河国にそ０本拠を有し，建武中興Ｃ）恩賞によ’つて，四国に有力な地盤をもっに至

　’　　　　　　　　　　（1）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（2）一ったと考えられる０で‘あるぷ,四国殊に土佐国は,鎌倉末期に於ては,北条氏０得宗高時が守護であり，

元弘三年(1333)四月足利高氏が帰順して，北条氏に敵対するようになってからは，足利高氏０支

配するところとなり，北条氏の涙亡後/京都政権の回復とともに，同年八月国司によ･つて｡，地面・家

人等鴎その所領を安堵せられることとなったのである。この後，建武中興０恩賞として，･細川氏は足

利氏の力によって，土佐国をそ０勢力下に入れることとなったと考えられる。建武中興がやぶれて，

間もなく起った南北朝０動乱は，土佐国に於ても南北両党０相つぐ蜂起・抗争を惹起せしめ，そ０抗

争０過程を通じて,細川氏はそ０勢力を伸張せしめていった０である。こ０細川氏の勢力を支える一

背後犯は足利氏０彊権がひかえていたことは勿論であるが一一基礎をなし六=も０は，いうまでもなく

国人＝土豪であり，之等の国か=1=土豪は鎌倉時代以来，幕府の権力に依頓｡しつつ，在地に於て小規模

ながらも領主制を形成しつつあった小名達であったのである。犬，　　ニフ　。‥。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●　　　’■　●－･I　　・　　　　　　還　　　・　ｊ　　　■　次に細川氏の被官として，そ０支配下に組入れられ，守護大名領国０中根をなした土豪達について

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　C 3 )犬　　　　●，●　　　，　　　　‘　Ｉ
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考えたければならない。土佐国に於て細川被官として建武中興瓦解の後，南北朝の動乱を経て応仁乱

に至る約百三十余年間に，史上にそら姿をあらわす国人一土豪此は，津野・三宮・吉田・長曾我部・

広井・須留田・堅田・香宗我部・大平・石内等があったが，就中，香宗我部・長曾我部・津野・堅

田・大平等はその有力なるも０であった。ここでは香宗我部氏について，領主制形成の過程を考察し，

国人０権力構造の例証としたいと思う。

　土阿国境に源を発した物部川が太平洋に注がんとする所，･川の東岸に現在，野市・香宗ぶ富家・赤
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(4)
岡等０諸町村が横わっている。この地は古代の宗我・深淵鄙歌)地で廠頼朝の家人中原秋家がこの両

郷の地頭に補任せられた
霖

からこｏ地ｏ中世ｏ歴史は始まる
･
ｏ元来治承の争乱以来，四国は多

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　!l　　　　（6）　　　　　　　　　－

に組したが，土佐に於て｡は，主なる者は志を関東に通じていた０である。之は源頓朝０弟希義

が原因をなしていると考えられるのであるが，宗我郷の東に連なる夜須庄には，源氏の家人夜須七郎

行宗が在被し，これが希義に協力して，平家０家人蓮池権守家綱・平田太郎俊遠等と対峙してなっ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（8）
た。彼が希義救援の軍を出して西進した時，宗我部・深淵郷に於ては何等の抵抗も受けなかった０で
　’　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（9）

あって，写ろこ０地には，源氏に協力した豪族が着ったのではないかと想像せられる０であるが，何
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●ｌ　　ｊｔ

れにしても，･早くから源氏にっながる何等か０関係０あったことは，充分に推察されるところであ’

る。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　≒　　゛　　　　　　　　　　　　　　　ご

　前述の如く，源頓朝ｏ家人中原秋家が，この地の地頭として在命せられたのである。秋家は甲斐小

　　　　　　｀　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（10）
四郎と称し，甲斐武田０一族,一条次郎忠頼０家人であったが，忠頼が「振戚勢之余,桓濫世志」とＯ

　　　　　　　　　　　　　　（11）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(12)‘’
理由により，頼朝０為に洙せられてからも,歌舞曲に堪能０為,｡頓朝により官仕０道を開かれ，元暦元

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（13）
年‘(1184)十月，公文所０寄人となり，更に建久四年(1193)六月，土佐国宗我部，深淵両郷め地頭
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’　　　　　　　　　(14)
職に補任せられたのである。こは平家滅亡後，東国武士団が，多く西国０地頭職を獲得したー連の幕

府０論功行賞吟っながるも０であろうが，中原氏はついにこの地叱土着＼し，宗我部の郷名に郡名の香

美郡を冠し，香宗我部氏を称し，爾来長曾我部氏０滅亡に至るまで，地頭領主として，中世０困難な

荊鯨０道を生き抜いて来た０であった。　｡｡｡，　　　　　　1　へ

　　建仁の頃，中原秋通が両郷の地頭となったが，当時は頼朝０死による一般の不安に加えて，将軍よ

　り地頭に補任せられた事実や，地頭ｏ職務などが郷内に不徹底ｙ恥ったとみえ,り郎内ｏ住民９中に地

　頭の下知に応ぜざる者があり，秋通は之を幕府に訴えたが，北条時雛より土佐守護豊島右馬允を通じ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(16)　・　　　　－｡　　　ブ　　　　　　　　　　　　呂

　て，地頭職の強制執行が命ぜられ知Ｄであった。即ち香宗我部氏ｏ地頭職神任といっても，鎌倉初期

　に於ては，まだ現地に充分な勢力を確立することは出来す，全国的傾向として荘園領主や公家政権に

・よる抵抗があり，それらの影響もあって，幕府権力の背景なしには，その実力を･行使す右ことが困難

　であったのである。然しながら，承久ｏ変の勃発は事態を一変させ，京都側ｐ所領三千余ゲ所が没収

　され，之等ｏ地に有功ｏ将士が地頭として任命され六=ことは，公家政権によって阻まれていた在地に

　於ける武士ｏ勢力を強固なもｏとしたｏで恥った。この頃に於ける香宗我部郷は如何なる状態にあっ

　たであろうか。次ｏ文書をみよう。
　　　．　　　　　　　　　　ｓ　　　　●　　　　　Ｆ　　●　　　　　　　　　　　・　　　　　　　　　　●

　　　　　可早停止兵粧米催大炊寮便補土左国香曾我部保事　　’＞

　　　　　右件保，重色異他，早可令停止兵糧米催已下狼籍之状，所仰如件，以下，

C 4 )
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Ｉ
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Ｉ

Ｉ



･

と

の成立（

　　　　　　承久三年八月一日　　　　　　　犬　　　　　　　，　　　　　　　　　　こ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’犬　　　　　　武蔵守ヽ平（花押）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　相模守　平（花押2〉

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●（香宗我部家伝証文二）－

　　　　　￥　　●　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●　　即ち香宗我部郷は承久０変の頃,大炊寮の便補の保となり，六波羅より兵糧米０徴発及び狼籍を禁止

　されそ０保護を受けているのである。もともと郷にしても／保にしても，律令制エの行政組織の単位

｀として発生し，国司・郡司０支配を受け，郷は次第に擬制化しながらも，政治的理由から存続したＯ

　であるが，国将領の荘園化０傾向に伴って，漸次そ０木質は武士領化し七いった０である。又保も律

　令制下０農村に於ける五保０制に，その起源が求められるのであり，国将領内の別符０地となってい

　た０であるが，元来，保そ０も０が，地域的結合休というよりも戸を中心としたも０であるだけに，

　郷とは本質的には余り差異はなかったと考えられる。したがって，郷・保０名称０相互０変更も，荘

　　　　　　　　（17）

　と保０場合０改称以上に一般的であったと思われる。‘

　　香宗我部・深淵郷を中心とする地方は，西に国府をひかえ，束は大忍・夜須庄に連なる古の条里制

　　　　　　　　　　（18）

　が残存している地帯であるので，こ０場合も，香宗我部郷が保となることは容易であったであろう。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（19）

　便補０保は，特定の保が指定され御封に宛てられるも０であり，香宗我部郷も元来律令制下０郷とし

　て，平安時代以来，国司によって管轄せられていた公領であったと考えられるので，中央宮司０一た

　る大炊寮保となることは，地頭の領主的権力が強くなく，現地に地頭０権力がまだ伸張していなかっ

　た鎌倉初期に於ては容易であったであろう。承久の変後，公家政権を打倒して六波羅探題を設置し，

　西国を統轄するこ,ととなった北条氏は，大炊寮便補保となっｔいた香宗我部保に対し，恐らく地頭に

　して保司０役目を兼ねていたと思われる香宗我部秋通に対し，北条泰時・時房は保内０検断と治安と

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（20）　を命じた０である。就中，変後心混乱は「或武士寄事左右，煩費州県，或民庶不営租税，亡命山沢」

　する状態であった為に在地に於ける武士の狼籍を禁止することは極めて必一要であった０である。これ｀

　は，恐らく現地に於ける名主を中心とする在地勢力の反幕的饅頭を警戒した結果と思われるのである

　　　　　　　　　　　　　　　　　●　4　　11　　　　　　　　，　　　　　　　　　　　●　　　　　s･　　　　　　1　が,｀変後諸国に補任せられた，新補地頭を巾心とする新しい勢力は，漸く荘園領主と対立し，現地Ｏ

　庄官と衝突し，名主階級を次第にその傘下に組入れるが如き領主制形成の方向をたどり始めた０であ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(21)
　る。貞応二年(1223)七月，中原宗通は家を嗣が両郷０地頭となったが，翌元仁元年CI224)には北

　　　　　ヽ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（22）‘　　　　　　　　　　　　　　　■　　　’j　条泰時より，そ０所領に守護所使０入部することを禁止され，背後に幕府０力があったとはいえ，次

　第に独立した領主的勢力確立の方向瞑向い始めている。嘉元四年(1306) ,香宗我部秀頓は父重通の

　譲りを受けて，香宗我雌・深淵両郷０地頭となったが，この頃にな石と，鎌合幕府も漸く末期に近づ

　き,家人０統制力も失われ,地頭領主制の確立が各地にみられる９であるが，地頭職も幕府によって補。

　任せられるというよりも，一般に地頭自ら々）私有０所領として譲与せられることとなったのである。

　　元０来寇に端を発した鎌倉幕府０経済的窮乏と，分割相続・商品経済の進展に伴う家人の困窮は，

　御家人制度を基礎とする幕府を勁揺せしめ｡幕府勢力を衰退せしめるとども･に，有力なる守護による

地域的封建制の発展をうながし，守護は漸く小地域に散在的に発達しつつあづた地頭領主l七,‾その支

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　C 5 )　　，
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配の手をのぼし始めた０であった。元弘三年(1333)四月北条氏に背いて反幕的態度を明かにした足

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（23）利高氏は，諸国０土豪に対し，自己の味方として合力すべき旨ｐ密書を出したのであるが，土佐国に

於ても，同年五月二十七日には，須留田式部大夫入道心了は兵を率いて上京し，｡高氏０磨下に属して

　　　　　　　　　　　　　　（24）　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　（25）軍忠すべき旨を誓っていろ０である。須留田心了は香宗我部郷内の名主的土豪と考えられ，恐らく当

時，地頭香宗我部氏に属していたも０であろう。更に翌六月には，足利高氏は長曾我部信能・甲斐秀

頓に命じて，伊豆走湯山密厳院領土佐国介良庄に対し，荘内の濫妨を停め，代官の入部を沙汰した０‘

　　　（26）

であった。介良庄は香宗我部・深淵郷を西に離れること約四里０地点にあり，源頓朝０弟希義が配流。

(27)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（28）

されていた荘園であり，文治の頃は，源行景がこ０地０地頭であったが，鎌倉幕府滅亡後，足利高氏

０支配に属することとなり，甲斐秀頓即ち香宗我部秀頓は，長曾我部信能とともにﾆ，高氏の命令下に

あって，その勢力をこの地にまで０ばすこととなった０である。建武中興一度び瓦解するや，足利尊

氏は建武二年(I33o)十月鎌倉に於て兵を挙げ，新田義貞を討たんとしたが，そ０際香宗我部秀頓は

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(29)一族を挙げて尊氏に応ずぺき命を受けた０であった。嬉氏０挙兵は当時の武士に対し，非常の覚悟を

促し，動揺を与え，南北凋の動乱を生むこととなったのであるが，武士達は夫々，政治的・社会的・

経済的な目的をもってこ０内乱に参加し，辺境の小地域に至るまで動乱は拡大していった０である。

土佐に於ても南北両党の抗争が激化し，足利方に属した香宗我部氏０所領深淵郷には，南朝に味方し

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(30)た土豪もなり，建武三年(1.336)三月，北党津野・三宮等がこれを攻撃し，その城を焼き，更に四

月には，佐藤六郎・吉田太郎左御門尉・長曾我部信能等０土豪ぱ北朝方として蜂起し，南朝方土豪と

　　（31）戦い，七・八月には土佐中央部に於て，南朝方に属した守護代河間光綱・近藤知国・大高坂松王丸等

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（32）による足利方へ０攻撃が加えられたのであった。之等０抗争を通じて，北朝方を指導したのは細川顕

　　　　　　　　　　　　(33)氏と推定される０で必るが，この頃から細川氏は土佐国に後０守護領形成の為の拠点を持ち始めたＯ

であろうと思われろ。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，

　是より先建武三年(1336)正月，足利尊氏は関東より入京し，新田義貞と戦い，ついで奥州より四

上した北畠顕家等０攻撃を受け，九州に敗走するに至ったが，この際に於て，尊氏０軍の主流をなし

たも０は，四国０ﾆﾋ豪を率いた細川一族であり，九州敗走０途中，尊氏か再起を期して四国に配置し

た武将は，四国の国人ﾆ===土豪層を既にそ０支配の下に組入れていた細川和氏を始めとする九人０細川

　　　　(34)一族であり，和氏と顕氏とは（成敗として，国にをいて勲功と）軽重に依て恩賞を行ふぺき旨」を命ぜ

　　　　　　　　　　（35）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’られていたのである。土佐国に於ても。建武三年二月以後，尊氏ｐ命を受けた細川氏によって，足利

方土豪の糾合が始まり，南北両党０抗争を通じて，細川氏はそ０支配権を拡張し，守護領国形成への

積極的行動を取り始めたのである。即ち津野・堅田・須留田・香宗我部・長曾我部等０国人一土豪達

は，細川顕氏に属して南朝方と戦い，国人として守護領の基盤を支える有力な支柱を作りあげていっ

たのであり，同時に又之等国人＝土豪も，有勢な権力の背景によってその地位を向上せしめんとして

互に連合・結束したのである。暦応二年(1339)に至り，顕氏の弟定禅は，東部土佐０大部を管轄・

支配し，配下の土豪堅田国貞に対し，暦応三年（134乃勲功の賞として，大高坂郷・久佐賀等を与
(36)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(37)　　　　　　　　　　　　　・
え，更に国管領時久名・吾河山別所職を兵恨料所に箆行い，自己の領国として，国内０自由な処分を

行っている。かく０如く細川氏０強大な力は，恩賞という形に於て，国人一土豪０組織的な統率をめ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（6j）
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ざして恥り，国人内部の問題にっいても干渉し，相互の紛争を解決するなど，着々･と具体的な現地の

統率権を強固なものにしていっだ０である。即ち暦応三年(1340) ,定禅は香宗我部郷ど大忍・吉原

　　　　　　　　(38)
両庄と０境界を定め，紛争を解決して，上層支配者としての実力を発揮している０である。　　･-　　・

　上述０如く，細川氏によって次第に支配権が確立されていつたとは･いえ，倚足利氏の･内部に於て，

直義９高師直等０いわば尊氏を代表する実力者が存在する限り，細川氏０支配権も舟ら制約されざる

を得なかったのである。然しながら，　これも直義・師直等が他方面に進出・発展するに至って，四国

に根拠を置く細川氏０権力によって，土佐国０検断が行われるに至ることは当然予測せられるところ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(39)

であるｏ暦応四年(1341) ,香宗我部秀頓は大忍庄代官職を高師直’より頂けられたが，之は恐らく足

利方に属した軍功に対する恩賞と思われる０である。大忍庄は香宗我部郷０東北に連る荘園で，鎌倉
　　　　　　　　　　　　　　　　レ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(40)

時代に於て，北条時宗の発願によ･り，極楽寺の僧忍性が病療・悲田院を建てた際,そ０費に充てられ。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｡（41）　　‘｀

荘内には名主的土豪たる専当・末延等０諸氏が割拠していた。秀頓がこの荘０代官として０権限を委

任せられたことは，やがて香宗我部氏が中心となって，荘内の名主的土豪を更にそ０下に組入れなが

ら，細川氏の支柱を強化してゆくことを意味するものである。　　　　　　　。　　”

　貞和元年("1345)秀頓は,∧次男時秀の軍忠を賞し，かっ孝心の故をもって香宗我部郷地頭職を時秀

　　　(42)
に譲与し，更にこれは時秀ｏ子秀能に受けっがれたｏであるが／こｏ開に於て，香宗我部氏はその所

領を，深淵郷口西，物部川の西岸物部庄丿内にまで拡張したのであった。即ち康安二年(1362) ,物部

　　　　　　　　　　　　　　　　　(43)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　‥
庄内惣案主職を藤原隆重より買得し，更に応安元年には，秀能は細川氏から香美郡笠原・ｿ」ヽ篠の地を

　　　　　　　（44）
与えられている。然しながちこの頃に至って，漸く香宗我部一族にも分割相続に｡よる分裂０兆かあら

われ始めたのである。即ち応安二年(i369)三几細川頓之は南朝方が伊勢に出陣した為，之にそな

　　　　　¨　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(45)
えんとして香宗我部秀能に一族を率いて出陣すべきことを命じたが，こ（Zﾆ）頃秀能はその一族庶流が嫡

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（46）
家の命に応ぜざや為，これを頼之に訴えたのであった。これは鎌倉時代以来武±０本質として，一族

の団結が要請せられ，一族・庶子は惣領により強ﾌﾞｺに統制されていたが，それにも拘らず,’分割相続
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｡(47)

によって，惣領・庶子分０所領が明かに区別せられていたという一般的な事情に。原因が潜んでいる

と考えられる０である。又それと同時に，国人一族の分裂に伴う守護の拠点０弱体化をも･意味し，守

護としてはこ０点からも室町初期に於ては，幕府と０結合を必要としたのであった。勿論秀能０訴は

頼之の命によって解決したであろうが，秀能０子通秀の頃,一本宗より分れて:香宗興部郷内一分地頭職。

を得て，新宮村西山氏０祖となっていた通秀の伯父氏秀は，そ０所領を未処分のまま残した為，通秀

は永和五年(1379)惣領として，氏秀０子安秀に対し，公家・武家へ０公事勤仕０異儀なき事を命ず

　　　　　　　　　　ノ　　　　　　　　　　　　（48）　　　　　　　　　　　　●
るとともに，安秀にこ０所領を去渡したのであった。かかる国人一族の内部に於ける分裂は，小領主

の成立と，新たな階層関係０形成とをもたらし，封建制の基礎単位を質的に変化せしめることとなっ

た０である。そ０為これ等小領主は対外的には弱さをもってなり，上層国人＝土豪・守護達と結合し

なければならす，又場合によっては，惣領家よりの全面的背離ではなく，所領を分ちながらも一族の

分裂を回避し，そ０立場を強化する為に，団結０起請をも交さねばならなかったのである。即ち前述

０秀能時代に於ては，嫡家（Zﾆ）命に応ぜざる状態でありながら，次には「相互に人０曲言候共用中まじ

く候，自身見ざらん事も，とかくよそへ申候て，相互にせう’いんあるべからす候，於向後者，大事少

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　‘( 7 ) ■
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-　　　　’㎜㎜

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(49)事,を見はなち申まじく候」として通秀・安秀・家秀等０ﾆｰ族は起請文をささげている｀０である。然しな

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（50）がら氏秀０室尼大輔は，先に買得した物部庄内惣案主職を百姓とともに子孫西山氏に譲渡し，ここに

於て惣領通秀によって譲渡せられた香宗我部郷一分地頭職と，物部庄惣案主職とをも･つて香宗我部氏

の分派西山氏が成立したのであった。かくの如く香宗我部氏も次第に一族中０小領主０形成を許して

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(51)いったのであるが，応永以後０西山氏代々の譲状に見える如く，西山氏は惣領地頭方への公事勤仕を

命じ，子孫たる男女が多数有る場合に於ても，名田０内，一代も分割譲与することを禁じ，所従・百

姓等をすぺて被譲与者０支配下に置き，他人の妨を排して，これ以上０分割による弱化を防ぐととも

に，惣領０下に団結せんとしたのであった。即ち後０大名領国に於ける家長袖０伸張と，嫡子の所領

　　　　　　　　　(52)相続権ｐ強化という戦国大名的政策０萌芽がここに認められるのである。

　而してかかる国人=＝土豪を糾合・支配しつつあった細川氏自休は,’南北朝争乱０過程を通じて，末

期に近すく頃までは，土佐国内に守護として常時在国する程９ことはなく，顕氏にしても，定禅にし

ても，主として中央に於て指揮しつつあったと思われる。南北朝の動乱も末明に近すき，足利義満の

努力によって，幕府権力０基礎が強固となるにっれて，全国各地に漸く新しい社会秩序が形成されて

来たのであるが，それにっれて単に軍事的理由からだけでなく,’行政上０面からも守護・守護代等Ｏ

在国が要請されるようになり，土佐に於ても,康暦二年（138Cり頃,細川氏の一族頼益が守護代として

　　　　　　　　　　　　　　　　　　(53)田村庄に在絨することとなったのである。田村庄は物郎川０西岸，物部庄０西に横たわる慨胸０地で

あ入古来注目肺られたところであったが，J昏応四年(1341)八月七日附摂津親秀敲状によれぼ，中

原氏０一族摂津親秀の所領分あったことが明かであるが，これぱ建武三年(1336)足利尊氏が親秀に

　　　　　　　　　　　　　　"(54)元弘以来収公０地を安堵した際，田村庄も恐らく他領同様に安堵したと思われ，之が惣領能直分とし

て譲与されたのであった６而して庄０半分は法華読誦料として｡摂津道叉により山城国西山地蔵院に

　　　　(55)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(56)寄附され，庄内０種子名は細川領之菩提０為地蔵院末寺正禅庵に寄進せられ，更に応永九年(1402)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　‘　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(57)に至って，摂津満親により，父行済追善０為，残半分も西山地蔵院に寄進せられた０であった。かく

の如く田村庄は山城国西山地蔵院を領家とする細川氏とは関係深き荘園となり，而も西北に古０国府

をひかえた地理的事情から考えて,｡｡こ０地に守護代として，細川氏０居舘が設置せられたことは偶然

ではなかった０である。即ち頓益は細川本宗０指揮下にあって此処を根拠として現地に於ける国人一

土豪０統率と，守護領国０組織化とに乗り出した０であった。

　応永初年に於ける土佐の守護は細川満元であり，香宗我部通秀は応永六年(1399)満元より香宗我

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（58）部郷内学佐井多・近見・津久手等の地を安堵され，満元－一頼益によって支配される守護領国内の小

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(59)名的土豪領主として発展した０である。満元は土佐国の外，讃岐・丹波等の守護をも兼ねており，土

佐に対して守護としての直接の威令が及ぱなかった為か，応永六年十月大内義弘０反乱が起った際，

土佐に於ても一部これに応ずるも０があったらしく，応永七年(140乃土佐征討０軍がお･とされ，同

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（60）
年十｡月二日細川頼長が土佐国守護織に補せられたのであった。然しながら応永十年(1403)頃には満

　　　　　　　　　　　(61)｡元が再び守護となってぷヽり，爾来持之・勝元・政元等０守護大名０下に，守護代として一族満益・持

　　　　　　　　　　　　　　　(02)益・勝｡益が相ついで国内を管轄し，香宗我部氏も益秀・直通とを０所領が伝えられ，細川氏より旧領
　　　　　　(63)　　　　　　　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　’　　　　　　　　　　　　

■を安堵せられ，もって応仁乱に及んだ０であった。　　　　　’‘

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　C 8 )‘　　　一一



中世玉佐に於ける土座の勁向と大名の成立（足達）

　　然るに応仁乱後、中央Ｋ於て室町幕府の権威が失墜するや、自ら土佐Ｋ於ける細川氏の’勢力も衰退

し、ついに勝益は田村庄０居舘を捨てて京都に遁走し、土佐国内には多く０土豪が扱頭して互に覇を

競つだ０であるが､後述０如く結局長曾我部氏によって形成.された戦国大名領国が出現した０である．

註（１）永原座二・杉山博氏「守護領国制の展開」社会経済史学17ノ2、24頁　　　　　　パ’

　　（２）佐藤進一氏「鎌倉幕府守護制度の研究」154―155頁　　　　　　　　　　　　ノ　ト

　　　　　ａ簡雄一哺=みえる「㈲噌源土佐国大忍庄若一王子別当職補!壬状」は、この事実を裏付けるものと考えられ

　　　　　る‘．‘　●　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’

　　（３）豚簡雄一一
　　　　　　　　●　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｆ　　●　¶　Ｉ
　　（４）和名抄巻九
　　　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　　　　　．　’　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．　●、

　　（５）香宗我部家伝証文ご　　　　　　　　　　　　・

　　（６）吾妻鏡、元暦元年三月一日条　　　　　　　　　　　、

　　（７）同上、寿永元年九月廿五日条　・

　　（８）同上　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．、．
　　　　　　　　●　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｌ　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｆ　　ｄ
　　（９）吾妻鏡、文治三年三月十日条　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．●

　　　　　吉田東伍博士は壇浦合戦論功行賞の際、夜須七郎行宗の証人としてみえる春日部兵衛尉を香宗我部の異称

　　　　　とし、この地の豪族とされている．（大日本地名辞書）　　‥.　　　　　　　　　.･

　　（10）吾妻鏡、元暦元年六月十八日条　　　　　／　　　　　　　　　　．・
　　　　　　ｊ　　●　　゜･　　Ｉ　　　　●　　　　　　　　　　－ ｂ　　　　　　　　　　●
　　(11)同上、元暦元年六月十六日条

　,(12)註.（10）参照　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l

　　（!3）吾妻鏡､元暦元年十月六日条　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヅ

　　（14）河合正治氏「東国武士団の西遷とその成長」広島文理科大学史学研究記念論叢所収、55―57頁‘

　　（15）中原秋通は一･条忠頼の子と称せられるが、尊卑分泳にはその名が見えないｏ秋通は忠頼の死後い忠頼の

　　　．家人中原秋家によって誕われたと伝えられており、長じて後、秋家にっいで地頭となった．

　　(16)香宗我部家伝証文二　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヽ

　　（17）例えば東大寺領伊賀国黒田荘の出作政願村の場合．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、

　　(18)竹内理三氏「条里制の起源」日本歴史23号、6頁

　　（19）清水三男氏「日本中世の村落」65頁’　　　　　　　　　　　Ｔト･
　　　　　　　㎜　　　　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　.　　　　　　　　　　j－－　　－

　　（20）承久三年四年日次記七月　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、

　　(21)香宗我部家古文香

　　(22)香宗我部家証文写、この頃の土佐守護は三浦義村であった．（佐藤進一氏、鎌倉幕府守護制度Ｑ研究）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●　■　　・　　　　　　　　1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●　　(23)田中義成博士「南北朝時代史」67頁　　　　　　　　　　　　　　　　　’　　　　　　　●　　　・

　　（24）香宗我部文書土　　　　　　　・●　ト　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・　　　　j　　　●ゝ　　　　.●F’･●　・　●　　　♂

　　（25）須留田村は香宗我部郷内にある．（南路志十二）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｀
　　　　　　　　　　　　7　　　　　　　　　　　　　　　　　　●　　　ν　　・　＝　　　　㎜･...　　　　　　－　　　1

　　(26) IS簡集一一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　･-　｀’j･●　●　　　’●　　　　　・

　　(27)註（７）参照　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　‥　　　　　　　　　　　、

　(28)-吾妻鏡、文治三年八月二十日条　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　－　　　＿　゛　　　　　、

　　(29)香宗我部家証文写

　　（30）南路志四　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　し　　　ノ

　　（31）認簡集拾遺一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’゛　”

　　　　　　　　●　　ａ　　　　　　　　－●　　　　　　　　　　　　　●　　　　　　●　　ｆ　●　・　　　　●　●　Ｉ
　　(32)南路志四　　．‘　　　　　　　　　　ヽ’　　　　　　　　　　　　　ブ”ご

　　(33)南路志十二所収香宗我部隼人所蔵文書．　　　　　　　　　　　　　”’し/｀l

　　(34)梅松論下　　　　　．、　．　　　　-･　・　づ・　　‥　・　.、　－　‥‥‥‥　‥　　　－　－

　　(35)同上　　　　　　　　　　　　　　　　．、･　．　　　　‥　、　．．　．、

　　（３６）鮑鹿屋拾遺一　　　　　　　　　　　　　　　　　　｀　　　　゛　　　　　　　　　　　　゛

　　(37).同上　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’‘’　　　　‥ヽ　″

　●　■●（9j）･
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　(38)香宗我部家伝証文Ξ

　（39）香宗我部家証文写

　(40)元事釈書倦十三、明戒六、極楽寺忍性条　　゛’　　　　　　　　　　　　　　　　ご

　(41)南路志十二

　(42)香宗我部家証文写

　(43)西山文書（香宗我部氏記録所収）

　　　　物部庄惣案主職買得者は、西山文・によれば「香宗我部甲斐次郎母太夫殴」とあるが、これは時秀の室

　　　　と推定される。

　(44)香宗我部家古文書　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｡

　(45)香宗我部家証文写　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｡

　（46）同上

　(47)式目新篇追加、庶子分領条、－、宛給惣領跡、混餌庶子分事

　（48）西山文ｍ（香宗我部氏記録所収）

　(49)同上

　（50）同上

　(51)同上

　(52)例えば「今川かな目録追加」に、－、庶子割分之事として「本知行五分－、十分一程の儀においてハ、

　　　　大方相当すへき賦、半分三ケー･にいたりてハ惣頷の奉公迷惑たるへき賦、自今以後各可有分別也」と規

　　　　定してある。

　（53）細川角田系図

　　　　頼益は尊卑分脈によれば、義季の子宗義に出で、細川本宗俊氏の系と分派をなしているが、世上にいう

　　　　守護にあらずして守匝代の地位にあったのである。

　(54)士林証文－　　　　　　　　　　　　　　　　　　　j

　（55）京大所蔽地癈院文香上

　(56)同上

　(57)同上

　（58）香宗我部家伝証文三

　（59）満元力罵既岐の守護であったことは善通寺文書、石清水文書等に見え、又丹波の守護であったことは安国

　　　　寺文書共催に見える。

　（60）永源師極紀年録､乾

　（61）吉田家日次記､応永十年二月十三日条　　　　　　　　　　　｡｡’

　（62）尊卑分脈

　（63）香宗我部家証文写　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・　　　　　　　　　　　　　　　　●゛

　　　』　幡多庄と公家大名―條氏の登展

・応仁・文明ｏ頃、土佐国西部を領有していたのは、既述の如く摂関家たる一条氏であった。即ち幡

多郡・高岡郡西部の地方が一条氏の支配下にあつたのである。こ０地は鎌倉時代以来、一条家０家領

荘園一幡多庄として継承されて来た０であり、守護の勢力も直接こ０地には及ばす、－１条氏０預

所・荘官による支配が比較的完全に保たれていた。それでは荘園としてこの地方の歴史は何時頃から

始まった０であろうか。､一条氏と極めて緊密な関係におった曖詑山金剛詔寺に残存する古文書によれ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（2）ぱ、「古法性寺入道殿下当国成敗之刻云々」･「法性寺殿下当国御沙汰之時示々」とあつ戈:、平安時代

末期に於ては、土佐国は藤原忠通によって支配せられていた０である。こ０頃から、幡多庄も藤原氏

と関係０深い土地として、その姿をあらわして来る０ゼあるが、荘園として０成立・経営は、鎌倉時

代に入ってから九条家によって行われるのである。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（10 2）



中世土佐に於ける土豪の動向と大名の成立（足達）

　即ち元久三年(1206)三月七日,'摂政九条良経逝去の後，又兼実の奏請によって，良経の遺領越
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(3)
後・讃岐０替として土佐国を九条家が朝廷より拝領した０であるが，こ０場合土佐国東部は，守護三
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(4)
浦氏を通じて鎌倉幕府０管轄下にあった０で，平安時代以来藤原氏と関係０深い西部の幡多郡が主な

,るものであったであろう。ご而してこの地方０中心たる幡多本郷中村を根拠として，･嘉漬一建長年間
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(5)
に，大方牢・山田庄・以南村・｡加納ふ礼別符０諸地域を単位として,幡多庄が混成された０であった。

建長二年(1250)十一月良経０子道家は，これ等の諸地域を含んだ幡多庄を，三子たる一条家の祖実

　　　　　　　　　　　　　　　(6)
経に新御領として譲与し六=０で，幡多庄はここに一条家０家領荘園となった０である。爾来一条氏は。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(７)　。。
荘園内０諸村，山田村・以南村・江村等に預所を設けて，荘務を行わしめ，幡多本郷即ち中村附近叱

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(8)
は，船所職を定補して年貢運送に当らしめた０でありた。而して一条氏は此０間，嵯詑山金剛昭寺を

保護して，荘内０一部をその造営料Ｆに宛て，更に南北朝の動乱０頃に於ても，依然としｔ幡多庄を

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(9)

支配してなり，荘内０大方郷は東鵬寺造営料所となっていた０である。

　然るに既に東部土佐に於てみた如く，在地に於ける土豪==･国人０動きは平穏なもＱではなく。土豪

の撥頭による荘園侵略は，幡多庄に於ても例外ではなく，室町時代に入ってからは，益々激化してい

った０である。幡多庄具同村不断丸名津倉淵は，一条氏によって金剛昭寺に寄進せられていたが，嘉

元元年(1303)の検注によれば次の如きも０であった。

　　　　注進　嘉元元年御実検田畠以下目録事

　　　　　　　Ｉ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｊ　　　　　　　　　　　　　　　●１　　　　　東限サカリ松　　　西限シラクツレノ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ー
合 　　　　　　　　　　タワ

南限小ナシシノ河　北限間崎ノ
　　　　　　　　　　小川

－，田代六町四反十代内

　　　新田五町五十五代　年不三反

　　　畠成一町三反十五代　三反ハ山神之内免之由申

　　　ワラヒウノ山坂四反

　　　宮山坂三反　但自敷地近年押領云々

一，畠五町三反四十代内

　　　　白　　一　　　　常荒八反四十五代　　　平田四丁゛反甫代　タワ井家内免之由申

　　　山畠三反十代

・宮山坂四反菖告iぷh1年押領云々

　　　　　　　　山坂山畠加定

　現作四町二反廿五代　　　　　・

－･屋ナ四宇内　雫不二一宇宮山坂

‾’桑十五本内　雫手二六本宮山坂

一，カチ四十六本｀

‾’古帳畠六丁六反廿五代出菜缶富加定

　　方太暑注進如件

　　　嘉元二年三月　日 公文代判

(y 11う

・（金剛諾寺文書j
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･･この地は幡多本郷たる中村に隣る具同村にあり，その一部をなす宮山坂は上記の如く敷地村より押

領されているが，嘉元二年(1304)及元弘四年(1331)の一条氏０下知にも拘らず，文安年間に至つ

て，土豪布氏が地下専当と号して在所を押領した０であった。これに対して，一条氏は寺家の知行を

　ノ　　　　　　　　　　　　バ図版1.2参照）仝うすべき旨支命じた０である。然しながら荘園０支酉眩在地ｐ荘官等にゆだね，直接現地に関与せ

ず･，年貢収納を目的とするが如き古代的な荘殴経営方法は，も早時代にかけ離れたものであった。果

して室町時代中期に及んで，応仁前夜に近すくや，荘國領主０全俯内衰退と，荘園内部に於ける領主

ｐ下地管理権の変化など０為，荘園内の社会秩序は乱れ，一条氏自体中央にあって，幡多庄を維持し

てゆ･くことは極めて困難となった０である。その上，一条氏としては，公家としての社会的身分池っ。

いても反省せざるを得ず，武力を背景にもっ守護大名に依存してゆくか｡自ら武士化して所謂公家大

名に転化せざるを得なくなった０である。この間の情勢を次０毛利家文書について見よう。

　　河野伊予守通春対治事，為上意差遣軍勢候之間，既及国落居候刻‥乍帯御内書井御教書，大内

入道令自

(教弘)
打恢候，

身渡海候，依背上意，蒙天罰候獣，則死去侯，但新介猶以猛勢合力候之間，当方勢悉被

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’　（政弘）　　　　　　　　　　　　○○○○○殊土州守護代新開遠江守以下数輩討死候，言語道断次第候，所詮対新介可散髪憤之間，
○○｀○○○○○０００００００００００

伺申子細候，重而任可被仰出之旨，別而被致忠節候者，於身可為祝着候，偏絹存候，委細猶秋庭

修理亮可申候，恐々謹言　　　　　　　　　　　　　　　　‥●　，に　　　　　　　レ

太郎殿

勝元（花押ｙ

　即ち応仁乱の勃発を間近にひかえた寛正六年C14G5) ,土佐雌伊予河野氏によって脅かされ，山名

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。　　　　　　　　　(10)方に応じた大内教弘父子は河野氏を援助して，土佐守護細川勝元の軍に打撃を与え，ついに守護代新

開遠江守以下戦死０翌日にあい，勝元は毛利豊元に援助を求めた０である。ところで当時，田村庄に

は守護代として細川勝益が在按していたと思われる０で，勝元は別に新開遠江守を守護代として，幡

多庄を中心とする西部土佐に配置していたも０と推測される。従って一条氏も室町中期頃に於ては,荘

園管理０面からも，有力なる守護大名たる細川氏より，武力による保護を受け，荘園０保全をはかっ

た０であろう。こ０場合，後述０土豪大平氏は両者の襖として０役割を演じたと考えられる(Z)であ

る。元来一条氏は，家門管領権をめぐって九条家と争論０後，応永七年(14002〉六月足利設満より，

‾条経嗣が九条゜‾条ぶ条一門０長者として，報恩院・光明峰寺’

｡
東副寺゛普門寺の四箇寺院の管

領を保証せられて以来，幕府一一細川氏の保護を受けた０であり，従って伊予河野氏との合戦に於け

る細川氏０敗退は，一条氏０地位に大なる脅威を与えたと考えられる。果してこ０後，河野方０侵入

や，社会秩序０素乱に乗じた在地土豪０鼓動によって，幡多庄は次第に侵略せられるに至った０であ

る。一条兼良はこれにっいて，「土佐国幡多郡?y蕊村，当時雖有知行之号，有名無実也ご但応仁乱世

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(12)　　゛以来，前関白令下向，于今在庄継渇命者也」と書き遺している０である。守護大名・小名・土豪達に

よって，全国的規模をもって展開された荘園侵略，更に崩壊へ０過程は，応仁乱という一大動乱によ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（13）つて決定的なも０となり，京都０公家は戦火を各地に避けたが，一条氏も，その家並に記録０大部分

　　　　　　　（14）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（15）を兵火に焼かれ，諸荘園も相ついで蚕食されるという悲運に見舞われたのであった。事ここに至って

は，一条氏としてもっいに決心せざるを得なかった０である。即ち兼良０長子教房は，一度び戦火を

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　( 12)



　　　　　　　　　　　　　　中世土佐に於ける土豪の勁向と大名の成立･（足速）｡

　　　　　　（16）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　”
　奈良･に避けたがi幡多庄０現状が前述０如くである以上,単に消極的な逃避ではすまされる筈もなく，

　非現地性０弱さを克服して封建領主に転化する為には，･現地に於て失われた家領を回復することが絶
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(17)

　対に必要であった０である。こ０日的をもって，教房は応仁二年（14叩）九月六日奈良成就院を出で。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’へ　（18）

　同月廿五日和泉０堺より乗船し，土佐に下向した０であった。こ０際乗船した船は｡「土佐之大平知

　　　　　　　　（19）　　　　　　　　　　　　　　　　　　（20）　　　　　　　　　　　　　　（21）

　行之山下船」･であり，途中神浦・井ノ尻を経て幡多庄に入り，中村ｐ地に居舘を定めた０である。こ

　口大平氏は既述０平家家人蓮池権守家綱に）裔と伝えられ，応仁･。 ’文明の頃に於ては，碧山日録に「勝

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(22)

　元公之客，土州大平子率数騎而入城云」と記されている如｡く，細川氏に属してなり，その所領は津野

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(23)　　　　　　　　　　　‥

　氏０津野庄｛高岡郡｝よ,り以東，仁淀川に達する地域をしめ，’更に降って永正年開には弘岡（吾川郡）

　　　　　　　　　　　　　　　　　‥　　　　（24）

　・国沢（高知）に及ぶ土佐中南部に勢力を伸張し，字佐井ノ尻よ’り堺に大船を往来せしめ,凛易０利

　を占めていた０である。一条氏に対しては，大乗院寺社雑事記応仁二年十一月廿三日条に「大平之女

　房与宣旨殿縁者赦無等閑云々」とある如く，教房０ニ族と緑者たるの故をもって極めて親密な関係に

　あり，同書延徳四年六月廿二日条に「土佐大平為一見参申」丁と宿せられている如,く，たえず接触を保

　っている０であって，教房下向ｐ際，乗船を提供した０も故なきことではなかったのである。

　　さて以上０如く，守護大名細川氏０廳下にあった国人大そ氏に迎えられた教房は，失われた家領

　の回復０為に鋭意努力したのであった。而してこの回復に際して｡胤　多少(Ｄ困難はあった･にせよ次

　第に成功し「下山事自伊与国押領」という状態も，色々の計略によって回復し，元０如く知行するこ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(25)

　ととなり，中村回所分も回復されたのであった。更に大乗院寺社雑事記文明二年八月四日条に「土佐

　御所御願書到来，遣御師方，其趣ハ，幡多庄内大概難無為之債，大方郷内入野大和守藤原家元・同息

　子市正藤原家則不応下知，悟以彼名字被寵春日社頭，存不忠之意者,可被加神罰之旨,可有御祈念，神

　威令帰伏者，当年両社神馬各一疋可被進之者，卯月十九日，従一位藤原御名敬白」4=あるが。これに

　よると幡多庄内は，大方郷の入野家元・家則父子が下知に応じ･ない位で，他昧大部分回復されていた

　ことが分る０である。こ０家則は同書文明元年八月十一日条にみヽえる如く，一条氏が「官事所望J o

　　　　　　ｆ　　　　　　。　　　　￥　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｆ　　　　　　　　　　　　　　　●　　１
　労を｡とっているのであり，それだけ入野氏ｐ敵対に対して，一条氏としてば名宇を春日神社に能め，

　神罰犀よる屈服を祈らねばおられない程０憤りを感じたｐであり,｡｡そ０急速な帰服を望んだのであつ

　た。元来大方郷は前述０如く東昭寺造営料所として，その年貢は東禰寺が収納し，こ０東副寺を一条

　　　　●･　　　　　　　　　●　　●･　　＿i　‘　　●　　゛ ゛‘I　　　゛ゝ　　　　　，

　氏球管領して,いた関係上，いわば翔接支配の形になってやたｐであるが√こ０地も一年の後には入野

　　　　　　　　(26)　　　　I　　　　’゛゛　　　　　　　　　　　　　　　･●
　氏０屈服により，全く秩序が回復した０であった。その後，｡大乗院寺社雑事記文明七年七2月十三日条

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１　ｒ　　　●。 ●
　に「国人及合戦子細有之歎，金剛副寺院主，此一両年止住高野山，為仲人可下向之由被仰付之，迎共

　罷上云々」とある如く，一時的な国人０抗争はあったにしても，大勢に影響を及ぼす程のも０ではな

　　　　　　　　　　　　　　　　十　’　　　　　　　　　(27)

　く，一条氏は次第に荘内の国人･==土豪層を組織化･しつつ，その性格も漸く荘園領主より，武力を背景

　’とした大名領主へと転化していった０である。而も,そ０大名領主化への過程は，細川氏との親近間係

丿に於て行われていったのであり，大乗院寺社雑事記文明元年八月十三日条に「唐船帰朝，大内可落取

　之由在其聞之間，経九州南著四国，土州二著云々」とみぇるが，これによれば先匹毛利家文書でみた

　如く，反細川方にたった大内氏によって，発明貿易船０.瀬戸内海通行を封ぜられた為，細川・一条Ｏ

　支配下にある土佐沿岸通過の南路がとられるに至ったことが分る０である。即ち土佐沿海０通行も細

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（13 2）｡　　　　”
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川・一条氏によって保証せられ，その後「唐船三脛進発近日苓也，長門以下路次難義間，可越年土佐

幡多，自四国可波唐云々」と大乗院寺社雑事記文明十五年十二月十二日条にみえろ如く，土佐南岸を

通って明に行く航路がとられ，そ０中継地として幡多０地がⅢ視せられたのであうた。かく０如く一

条氏は対明貿易船０航路を保証し，次第に勢力を伸張して，一円支配権を完全に回復し，幡多庄そＯ

も０も単なる荘園より，大名領国に転化し，そ０中心本郷中村は都市的性棉を帯びた近世城下町に変

貌しつつあったのである。而してこ０領国化０過程に於て中心となった人物は，いうまでもなく「和

　　　　　　　　　　　　　（28）漢才有識，禅閤不可有勝劣」といわれた教房であり，ここに教房は，荘園領主より封建領主たる戦国

　　　　　（一条兼良）公家大名へと社会的地位を転化せしめる事によって，一条氏０大名領が形成されて来た０であった。

而して戻０大名領は，既に幡多庄としての中世荘園０形態を脱して，一条氏０居舘中村を中心とする

商業貿易０拠点となった０である。元来幡多地方は現在でも,未開の地が多く，開発の遅れた地方とな

っているが，それだけ山林が多く，良材に恵まれ，京都方面０需要をみたした０であった。大乗院寺

社雑事記文明十一年三月廿五日条によれぼ，

　　家門造営用下山才木，自土佐御所和泉堺よ・被付之云々，御注文分

　　　　　　　　　（吋）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，　　　ｆ丈三尺柱　　三十本四六云々

　　　八尺柱　　　　二十本上居シキヰ用云々

　　　ケタ　　　　　十　本四ヒロ

　　　ヌキ　　　　　五十水二間木

　　　板　　　　　　五十水三ヒロ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’

　　　　以上百十本　板五十枚

　　　　　　文明十一年正月十八日　　　　　　　　　　　　＼

とみえ，更に天文年間に至っては，一条氏はそ０領内０伐採せる材木を，大坂本願寺建立０資材とし

　　　　　　　　　（29）て送らんとしているし，又享祗・天文０頃には木材０みならす，茶碗・扇・緞子・昭皮・ひき黄金等

　　　　　　　　　　　（30）が朝廷に献納されてなり，種々０工芸品の存在を物語っているが，これ等の事実は荘園時代に於ける

土地に依存した経済機構の中から生れたも０ではなく，大名領国制下に於ける商業資本心発展と，そ

の進出による対明貿易とを主とした，戦国大名特有のだ商主義に基いて生れ出たも０であり，一条氏

０戦国大名化かそ０前提となっている訳である。尤も大名化といっても，幡多庄内０国人一土豪を組

織化しつつ，荘園を都市的形態に昿化せしめ，かっ郷村を中心とする大名領国制を展開せしめるとい

う過程をたどる限り，急速に実現されるものではなく，漸進的な時代０歩み０中に秩序すけられてゆ

がねばならなかったのである。従って一条氏下向後，応仁・文明の乱は終末を告げたどはいえ，倚全

国的な新秩序形成へ０戦国的内乱は続いており，一条氏はそ０点からも「細川方へ罷上四国船雑物紀

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(31)州海賊落取之，畠山下知云々，悟海上不通也」といわれ，「自紀州，先日中下候唐船事之返事候，其

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（32）旨ハ各警固之俊涙，迷惑候へ共，一条殿より被仰付吼殊にハ堺衆など被中儀候，涯分可致警固涙」

と天文日記に記された如く，海上交通に対しては十分な警戒をしなけれぼならなかった（Z）である。

こ０ような困難を克服しつつ，戦国大名領国を形成し，そ０領主として西土佐に君臨した一条氏も，

やがて長曾我部氏の饅頭によ｡つて，そ０地位を塗らねばならなくなり，ついに天正二年二月，土佐一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　( 14 )
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条家（Z）滅亡を’もって、その歴史に終止符を打つに至ったのである。

註（１）金剛福寺文書、嘉応元年八月　日金剛福寺住伯弘寄解状

　　（２）　同上、　　正嘉二年十月前摂政家政所下文　　　　、

　　（３）Ξ長記､元久三年四月（三曰）条　　　　　　｀　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－

　　（４）佐藤進一氏「録倉幕府守護制度の研究」153頁

　　（５）金剛福寺文智、嘉頓三年十月十八日法僑上人位寄進状

　　　　九条文書で、家地文書庄薗事、建長二年十一月　日道家処分状　　　　　　　　　　　　　　　　ト

　　（６）同上九条文書

　　（７）金剛福寺文魯、延慶ヨ年二月十四・十八日附左衛門尉助親奉書、延慶三年二月十六自附前伊賀守奉書

（８）　同上i

（9）･東福寺文香ゴ

文永十二年三月　日幡多本郷宛下文

(10)蔭掠軒日録、寛正六年九月廿九日条

（11）桃華葉葉、家門管領寺院事　　　　　　　　　　卜　　　　　　　　　　　　　　　　　、

（12）同上、家領並敷地等之事

（13）大乗院寺社雑事記、文明二年正月一日、同三年正月一日、同尊年正月一日、同六年正月一日条等

（14）大乗院日記目録、応仁元年九月十八日条、応仁二年八月十四日条　　　　　　　　　　　　　－

（15）徊庫謳葉、家領並敷地等之事

ご　山城国小塩庄､.摂津国福原庄、備後国坪生庄､越前国足羽御厨､同安居保、滑弘名、越前国東郷庄、山城

　　　国久世庄等、年貢未進の為苦んでいる．　｀　－　　　　　　　　　.　　　　　　　　　‘

(16)大乗院日記目録、応仁元年八月廿五日条

（17）　同上、　応仁二年九月六日条

（18）　同上、　・応仁二年九月廿五日条

（19）大乗院寺社雑事記、応仁二年閏十月六日軟　　　　　　　　　√　　　’‘

（20）　同上

（21）　同上、　　　　　文明三年正月－●目条●　　　　　　　　　　　　　　．ヅ　　、・

(22)碧山日録、応仁二年間十月廿九日条

(23)土佐遺語　　　　　　　　　　　　　　：　　　　　　　　　　　　’　　　　　　　　　　　．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－（24）豚屈集二所収「土佐郡鴨部社棟札」に『鴨部御社大檀那大平山城守国唯永正元年甲子九月十日』とある．

(25)大乗院寺社雑事記、文明元年八月十一日条　　　　　　　　　　　　　ヽ．　　’　　　　一丿　　！

(26)同上、　　　文明三年十月五日条　、

(27)この場合一条氏の門閥が有力な原因となったと考λ.られ、大平氏に迎えられたり、又長曾我部文敗によ

　　　って迎え入れられたとの説が流布されたり、後に土佐七豪族によって推剱されるこ’ととなったのも’、－‘

　　　条氏の社会的地位が重んぜられたことをｰしめしている．　　　　　　　　　　　　　　　・、．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’　　　　　　　卜　　　w　　　　l
（28）長興宿称記、文明十二年十一月十Ξ日条　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．　　　　　　　　－　　ｌ　　　χ　　ｉ
(29)天文日記、天文六年十二月廿四日条

（30）御湯殿上日記､享緑二年十一月十二日条､同三年八月四日条､天文八年七月十四日条､同廿一年七月三日条

（31）大乗院寺社雑事記、明応三年二月廿五日条　　　　“‘

(32)天文日記、天文七年耳月五日条･　　　　　　　　　　　．　　　　　　●　　　　　　　　、．

　　　　Ⅲ　戦國大名長曾我鄙氏の成立

　前二章に於て，国人===土豪０被官化という過程を通計，成立・発展して来た守護大名細川氏０動

向と，幡多庄を基盤とする一条氏０公家大名へ０転化とについて考察して来たのであるが，これ等二

氏は結局土佐国に於てぱ，その領国を維持｀し得ずして没落し，新たに有力なる土豪であった長曾我部

氏によって戦国大名領が形成された０であった。これは如何なる理由池よる０であろうか。又長曾我

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(15 )
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部氏は如何にして疸頭し，有力なる戦国大名たり得たのであろうか。次のこの点について考究したい

と思うｏ

　長曾我部氏は秦河勝の後裔,能悛に始まると伝えられ,能俊は平安末期一一録倉初期０頃土佐に入り

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1）長岡那宗部村岡豊に住し，江村郷・廿枝郷・野田・大踊・吉原等の地を領したといわれている。土着

後，長岡郡宗部０地名を氏として長曾我部と称したのであるが;鎌倉時代末期・南北朝動乱の頃に至

るまでは史料に乏しくその事蹟も詳でない。能俊十一代の孫信能は既述０如く，香宗我部秀頓ととも

に介良庄０濫妨を停め，荘内に代官を入部せしめ所務を執行すべき命を足利高氏より受けた０であっ

　（2）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●たが,之は畢竟,鎌倉時代を通じて培われて来た在地に於ける勢力０根怪さがあったが為であり，南北

朝０頃には，岡豊を中心として東，田村庄に連り，西,介良庄に及ぶ勢力範囲を形成した０であった。

更に建武三年(133り四月には,長曾我部一族は細川唄氏に属して長岡郡八幡山東坂本に於七,反足利

　　　　(3)方と戦ったが，こ０頃から細川氏配下０土豪として，香宗我部氏とともにそ０傘下に入ったと考えら

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（4）れるので必る。信能の子兼能は，足利氏と関係の深い土佐吸江庵建立に際し寺奉行となり，その業を

終えたぷ，爾来岡豊を中心とする地帯０経営に専念した０であった。吸江庵建立の時，兼能が寺奉行

に任命されたことは，その後長く長曾我部氏と吸江庵とを結付けたと考えられ，応永二年(1395)六

月，細川頼元が土佐国介良庄成武郷内大嶋中潮田村･片山庄蓋村入交分六名･成松名其他を吸江庵に寄

に1
f5）

７ｒ－ｒ=1－ｚ｡f／ヽｏｎｏヽ。　。-…｡－J.---･-　。－‥｡，-一一-　　-‥‥-，‥　　　　　　　　　　（Q）｡，
附し，更に同五年(13<)S)十月，細川頓之が同じく同地を寄進し，足利義満がこれを安堵した時丿及

　び細川糊之が吸江庵造立に際して番匠を下してその建造を援助した際に,これ等の業を代行したのは，

｀長曾我部氏であったと推測される０である。更に相国寺住持中諦が吸江庵方丈に出した手紙に，応永

　　　　　　　　　　　　　　　　　　″　　　　　　　　　　　●（8）　初年頃「国中物念計会仕候，乍去貴寺辺属無為由承候，大慶此事候」と認めているが，こ西「吸江寺

　辺属無為」という０も，恐らく長曾我部氏０在地勢力の強さに原因するものであろう。

　　かくの如く，土佐国東部に於ては長曾我部・香宗我部氏０勢力が相当強大なも０となっていた０で

　あるが，西部０幡多庄との間に介在する高岡郡東部０地帯は，大平氏を通じて細川氏０守護勢力がの

　びてしたとはいえ，蚕面的に細川氏０勢力が惨透していた訳ではなく，幕府権力も一部抵抗を受けな

･ければならなかったのである。毛利家文書にみえる足利義政御教書に

　　　　康正二年七月十三日　　　　　　　　右京大夫（花押j）･’

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（蓉元）とあるが，これは幕府が毛利煕元に命じて，津野之高を伐たしめんとしたも０である。津野氏は藤原

仲平０裔として，平安時代以来，土予国境回原９地より，南は須崎海浜に至る津野庄を根拠とした土

豪であり，室町時代に於ては一族より五山の名=既義堂・絶海が出でそ０文藻をうたわれたが，之高

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（9）　　　　　　（10）は将軍足利義教０招宴に列して詩歌を詠じて面目をほどこし，代々細川氏に属して，幕府とは緊密な

関係にあった。そ０後足利義政０怒りに触れ，宝徳二年(145り）十月義政は細川勝元に命じて教書を

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(U)下し，守護代細川勝益・大平元国等をして之高を討たしめる事となったが，之高０勢力は強大で，更

に毛利氏０援助を求めなければならなかった０である。こ０事実は一面に於て細川氏０在地に於ける

勢力の衰退を物語っていると思われるのである。即ち津野之高０反抗に対しては，わざわざ毛利氏Ｏ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（16）
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手を煩わさなくても･，現地に於て解決出来そうな問題であるが，それにも拘らす，守護代7とる細川勝

益・土豪大平元国等をもって:してj)討伐が困難であり，宝徳二年より六年後０康正二年(1456)･に至

るまで平定し得ず,毛利氏への出陣要請となったことは,次第に応仁期に近ずくにっれ，.細川氏の統制

力の弱休化，ひいては守護領国内の国人===土豪層の自立的な動きがあらわれて来たことを推測せしめ
　　　　　　　　　　　　　’･　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(12)　　　　　　　゛
るのであり，事実「国人等振舞無是非次第」といわれるが如き状態であったのである。即ち国人==土

豪等０小名達を傘下に組織化し，之を強力に統率・支配することによって，領国を支えていた守護大

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｉ　　　　　　　　Ｉ　　●　　　●　　　ｉ

名にとって，彼等の離反は非常な打撃を与えるものであった。果して細川の軍は既述の如く，伊予河

野氏の攻撃により敗北を喫し，応仁乱の勃発によってその勢力の根抵を揺振られたのである。　’

　動乱とその後に続く混乱とは細川氏自身に対しても，亦土佐国内０国人一土豪に対しても，夫々目･

ざすべき目標を決定せしめ，その目的に向って行動すべき決意をう･ながしたのであった。即ち応仁記

下には「先ツ勝元ノ手勢，摂・丹両国，土佐・讃岐拝諸国被官等馬廻衆，都合六万余騎也」と東軍Ｏ

主将細川勝元の軍の編成を伝え，更に「一色左京大失義直，丹後・伊勢・土佐勢ツケテ五千余騎」と

鰐軍０部将一色義直の軍の哨成を叙述してある。これに‘よれば，土佐国は細川氏の守護領国であった

とはいえ，国人==土豪等小名０すべてが束軍たる細川方に応じた訳ではなく，夫々の目的に従って，

西軍に応じたも０もあった（Z）である。又細川氏に依存した国人にしても，如何にして自己の立場を強

固なものとし，自主的行動をとるかについて苦慮しなければならなかったのである。今彼等の最後の

支柱であり，いわば細川氏最後０守護勢力の代表者ともいうべき｡細川政元について，限を転じて京都
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　甲－　●　－　　　　●●　　　。　　　㎜

を中心とする政治的な動きに注目しよう。，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｄ　　■ｓ　ａ

　細川政元は勝元０子として一時管領職をついだが，その人物は常人と異り，禅・修験道を修め，妻

を娶らす，婦人を近ずけすして，早くより継嗣を定め，その養子に澄之・澄元・高国等があった。又

将軍足利後澄も極めて我俵な性質の人物であり，両者の不和は政局を混迷なものとし，永正元年（15
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(14) .

04）政元は義澄を京都より追出さんとする風説をすら生んだのであった。更に勝元０臣薬師寺元長Ｏ

子元一は,摂津守護代の職を政元によって奪われんとするや,政元を廃して養子澄元を擁立せんとした

が，元一の弟長忠は之に同意せすして謀がもれ，ついに元一は政元に反し，山城国淀に敗死した０で

あヽる。こ０際阿波０細川成之は元一に味方し，政元（Z）軍と戦った蝋をれにも拘らす，政元以悔澄元

を家督たらしめんとし，成之の臣三好之長が阿波国中に権勢を振うをみて，之長を通じて腐元を迎え

んとし六=。やがて澄元拡家督をついだが，三好之長が漸く威権を振うに至り，薬師寺元長・長忠等は

之を嫉み，澄之を擁立せんとしたのである。家匝を得ずして不満をいだいていた澄之も元長等０謀に
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（15）

同意し，ついに永正四年(1507)六月，澄元を家督と定め･だ政元は浴室に於て殺された０であった。

その後細川氏は二派に分れて抗争を事とするに至り，その勢力は全く衰え，桃川ｏ臣三好耳の擾頭を

うながしたのである。゛　　　　　　　　　＼　●　　　　　　　　　　　　こ　　　　　　ヅ

　細川政元の死は細川王国の衰退を意味し，幕府権力の失墜とあいまって，そｐ後「子高国武勇ヲ振

　　　　　　　　　　　　(16)　　　　　　　　　　・
1ヽイレヘ･ドモ順フ人モナシ」,といわれた程で。土佐国に於て:も一大衝撃を与え知Z）であった。,即ち「其

比長宗我部宮内少輔兼序ト申ハ，元親公ノ祖父也，年比細川1ヽ甚睦マジケレベ其威ヲ以国士ヲ蔑４

スル，此遺恨ニョツテ;細川ノ切腹ヲ聞テ，本山張本ニテ,｡大平・吉良・｡山田ト巾合テ，兼序ヲ討テ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（17）
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(17)本望ヲ達センlヽ，永IE五年五月，其勢三千余騎ニテ江村郷岡豊ノ城へ取掛クル」という状態が出現し

た０であり，又年来細川氏０被匝０下におった香宗我部氏も，細川政元の死により打撃を受けたこと

は疑なく,’又守護代細川勝益の京都逼走後は，長曾我部氏とともに時代０嵐０前に立たされた０であ

つた。
● － | 、 ● － ￥

　かくて応仁乱後，細川氏によって形成されていた守護領国は解体し，戦国争覇の時代が出現したの

であるが，こ０時期に於て歴史の表面に立ち現われ，主導的役割を演じたものは，すべて現地にあっ

て長年勢力を培っていた国人一土豪達であった。即ち長元物語に「土佐ノ国七郡，大名七人，御所一

人ト中八一条殿，一万六千貫，津野五千貫，大比良四千貫，吉良五千貫，木山五千貫，安喜五千貫ご

香宗我部四千貫，長宗我部三千貫，上八入之内，一条殿ハ各別，鴉テ七人守護ト中ス」と記された如

く，之等の国人一土豪によって，土佐国内ｏ指導権をめぐって闘争がくりひろげられることとなった

ｏである。而してとｏ期間にっいては，単なる政治史的・軍事史的意義だけではなく，この抗争を通

じて，守護大名領国より戦国大名領国ｏ形成へと，発展していった封建社会の純化の過程としての意

義，即ち郷村制度に根ざした幕藩封建制確立の基礎となった社会史的意義が亜視されなければなら

ないのである○　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・

　｀それにしても。長音我部氏の統一過程は，決して容易な業ではなかったの分ある。戦を通じて行わ

れる漸進的な分国領０確立と，それに伴う領内新秩序の形成は，元親記の中に興味深く叙述されてい

る０であるが，元親記は江戸時代初期寛永八年(1631) ,元親外三年０年忌に際し叙述されたも０で

あってみれぼ，時代を去ること余り遠からず，そ０所説も大体輿実を伝えているものと考えてよいで

あろう。今元親記に従って長曾我部氏の統一過程を概観しようと思う。

　既にみた如く長曾我部兼序は，木山・大平・吉良・山田等０連合軍の攻撃を受け，ついに敗北した

のであるが，子干王（千雄丸）は一条氏に托せられ，一条房家０許に生長し，元服して名を国親と称

し,。やがて房家の仲介により，先祖以来の居館岡豊に帰ったが，「長曾我部氏０子を育て，成長やし

めたるは国家禍乱の和を蒔くなり。殊目日領を賜ふに於てをや。一条氏の滅亡自ら取れるなり。」と

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(18)南海治乱記に評された如く，やがて国親の智計と深謀による積極的行動は，木山氏と０政略結婚，山

　(19)田氏０討滅となってあらわれ，ついには一条・木山氏とも敵対するに至り，漸くそ０鋭鋒をあらわし

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(20)始めた（え）である。国親は木山氏と対峙中，陣中に歿したが，子元親は父の跡をつが，氷山・安芸氏を

攻撃してこれを滅亡せしめた０であった。これより先，香宗我部秀通は安芸氏と戦って衰亡に瀕した

が，長曾我部元親０弟親泰を秀通の女に迎へ，長曾我部氏の後援によって漸ぐ危機を脱した０であっ

た。ここに於て長曾我部元親は香宗我部氏０所領を併せ，これを改めて親泰に与え，更に津野氏は大

膳大夫勝興に至つて家道衰え，元親０三男親忠を養子として家を嗣がしめたので，津野氏の所領を併

せて西の方一条氏と対峙するとととなつたのである。当時一条氏は兼定の時代で，兼定は「隠れもな

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(21)き形義荒き人にて家中の侍共少０科にも扶持を放し，腹をきらせな,とせらるる」と評された人物であ

つてみれば，長曾我部民の一条氏に対する恩顧も，元親は無視せざるを得ず，又時勢０変化と環境Ｏ

推移とは元親をじでﾆ最後の断を下さしめた（Zﾆ）であり，蕪定の老臣も兼定を幽閉して，･その地位を退く

ことを迫り,･嫡子内政を擁立し，やがて兼定を下田より９たる豊後の大友氏の許に送つたが，大友氏

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（18）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　~-
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も入国を許さす，伊予に送り返したのであった。兼定はついに伊予に於て従者の為に殺されたが，子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(22)
内政は元親に迎えられ，「元親より０賄」で生活することとなり，ここに長曾我部元親による土佐一

国の統一が完成し，土豪長曾我部氏は守護大名細川氏・公家大名一条氏の跡をついで，戦国大名とし

て，その姿を全国的な歴史の舞台面にあらわして来たのである。

註（１）秦氏系図，長曾我部系図，元親記上

　　（２）器図集一一

　　（３）器簡集拾遺－

　　（４）認皿集三，長曾我部系図兼能傍注

　　　　吸江寺は文和二年，夢窓疎石が浦戸湾東岸に開基･した寺院である。

　　（５）吸江寺文啓一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，

　　（６）同上

　　（７）同上　　　　　　　　　　　　　　　　　”　　　　　　　　　。

　　（８）吸江寺文書二

　　（９）翰林五鳳狽　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　.l

(10) mm京華続集　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　i

（11）土佐国編年記事賠所収、宝笥二年十月廿三日大野宮内少輔宛足利義政御教書

(12)吉田東伍将士、大日本地名辞書（土佐高岡郡津野の項）所引、（宝徳三年）五月廿七日細川勝元大野宮

　　内少輔宛書状

（13）毛利家文香ノー、（寛正六年）十

　　蔭原軒目録、寛正六年九月廿九日条　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｡、

（14）大乗院寺社雑事記、永正元年六月廿六日条、同七月一日条

（15）田中農成博士「足利時代史J 324―328頁

（16）香宗我部氏記録所収雑録　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・　　　　ヽ｀

（17）同上　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ミ

（18‘）木山氏は戦国の頃扱頭して来た土佐国中央部の有力なる土豪であった。長曾我部元親と戦っだ木山茂辰

　　は罷簡襲三所収「土佐國吾川郡芳原村若７･王子棟札」並に「高岡郡蓮池村西宮八幡棟札」に「大檀那平

　　茂辰」とあることにより、平氏の後裔たることは明かで、発群地長岡郡木山の地名をとり、‘本山氏と称

　　　したｏ　　　　　　　　　　　　　　　　へ

(19)山田氏は中原秋家に出で、香美郡山田の地に住し、戦国の頃山田氏を称した豪族であった。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　･=---

１

ゝ’●　●●●●ミ　ミ＝一一
（20）安芸氏はその家系は詳でないが､驀皿癩二に「按安芸姓橘､世々領安喜郡四半分居于土居城、故以安芸為

/･か･「9゛’－ ごｰ､゜゜l｀”
氏jとあり､同書Ξ所収「安喜浜八幡棟札」に「安芸八幡弘治三年丁巳十二月十二日大檀那地頭橘国虎」

とあり、橘氏の後と考えられ、土佐国安芸郡に有力な拠点をもりており、戦匡時代に至り、急速に発展

して来た土豪であった。

　(21)元親記上　　　　　　　　　　.

　(22)同上

（追記）長曾我部元親による大名領国の経営と、織豊政権の成立に伴つで、全国的規模に於て形成されて来た中

央襲圈的封建社会の-ｒ環としての、分国大名領の諸問題について叙述すべき七あるが、他日の研究壮まつこと

とし、一先づ棚笛する。

Ｉ
一
一

　Ｗ●　--■■'-'-' ｗ
尚金剛福寺文啓にっいては金剛福寺長崎勝範師によって閲覧の駿会を与えられた。こÅに深く感謝の意を表

する次第である。

（19）

(昭和27年10月31日受理)
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